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□主な用語解説□ 

 
地球温暖化：産業革命以降、人間が化石燃料を大量に消費し、二酸化炭素などの温室効果ガス

を増加させたことで、大気の温室効果が強まり、地球の平均気温が上昇する現象。 
 
化石燃料：石油・石炭・天然ガスなどのエネルギー源。 
 
温室効果ガス：温室のように地球を保温する働きを持つ、二酸化炭素などの気体。 
 
二酸化炭素：京都議定書で削減対象となっている 6 種類の温室効果ガスのうち排出量の大部分

を占め、地球温暖化に最も影響を与えている気体。 
 
省エネルギー：事業活動や日常生活で使う電気、ガス、石油などのエネルギー消費を減らし、

同じ活動でもより少ないエネルギーで行うように努める取組。 
 
新エネルギー：太陽光発電や風力発電などの、化石燃料と比べて二酸化炭素の排出が少なく、

環境への負荷が小さいエネルギー源。 
 
環境への負荷：人の活動などによって環境に与えるマイナスの影響。例えば温室効果ガスの増

加が地球の気候に与える影響のようなこと。 


